




再乱用防止のためのパンフレット

出典：警察庁資料による。
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薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガイドラインの概要
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出典：法務省・厚生労働省資料による。
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ガイドラインを踏まえた薬物依存者に対する支援等の流れ

※ 複数機関への通所・通院含む

ガイドラインを踏まえた薬物依存者に対する支援等の流れ（イメージ図）
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出典：法務省・厚生労働省資料による。
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（6）薬物依存症治療の充実に資する診療報酬の検討【施策番号53】
厚生労働省は、診療報酬の中で、薬物依存症に対する治療を精神疾患に対する専門的な治療である

精神科専門療法として評価している。
平成28年度診療報酬改定において、薬物依存症の患者に対して、一定の治療プログラムに沿って

集団で認知行動療法を実施した際に、治療効果があるとの研究結果を踏まえ、薬物依存症の患者に、
集団療法を実施した場合の評価として「依存症集団療法」を新設した。さらに、平成30年度診療報
酬改定において、診療報酬の対象となる精神疾患の定義を最新の国際疾病分類に則して見直し、薬物
依存症についても精神科専門療法の対象疾患に含まれることを明確化するとともに、薬物依存症の患
者などに対し、計画的に実施される専門的な精神科ショート・ケアに対する加算として、「疾患別等
専門プログラム加算」を新設した。

3 　薬物依存症の治療・支援等ができる人材の育成

（1）薬物依存症に関する知見を有する医療関係者の育成【施策番号54】
厚生労働省は、薬物依存症に関する知見を有する医療関係者の育成に当たり、医師が臨床を行う際

に必修化されている臨床研修について、2020年度（令和2年度）から、新たな臨床研修の到達目標
を適用する予定であり、経験すべき疾病・病態として薬物等依存症を含む依存症を位置付けている。
また、保健師、助産師及び看護師については、保健師助産師看護師国家試験出題基準において、薬物
を含む依存症対策に関する項目が含まれており、保健師、助産師及び看護師として具有すべき基本的
な知識及び技能として、位置付けている。
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（2）薬物依存症に関する知見を有する福祉専門職の育成【施策番号55】
精神保健福祉士及び社会福祉士には、薬物依存症に関する知識を身に付けることで、薬物依存症者
が地域で生活するために必要な支援ニーズを把握し、関係機関へつなげるなどの相談援助を実施する
役割が期待されており、特に、精神保健福祉士国家試験の出題基準においては、「薬物依存対策」の
項目が示されている。
厚生労働省は、薬物依存を始めとする各依存症について教育内容を充実させるため、今後、精神保
健福祉士及び社会福祉士の養成カリキュラムの見直しを行うこととしている。

（3）薬物依存症に関する知見を有する心理専門職の育成【施策番号56】
公認心理師には、薬物依存症の回復支援において、心理的側面から助言、指導その他の援助等を行
う役割が期待されている。
2018年（平成30年）9月に実施した第1回公認心理師試験の出題基準には、「依存症（薬物、ア
ルコール、ギャンブル等）」の項目等が示されている。

（4）薬物依存症に関する知見を有する支援者の育成【施策番号57】
厚生労働省は、薬物依存症からの回復には地域で生活を支える方の理解や継続的な支援が必要であ
ることを踏まえ、2017年度（平成29年度）から、依存症対策全国拠点機関の独立行政法人国立病
院機構久里浜医療センターで、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと連携して薬物依
存症者への相談・治療等の地域における支援者の指導者養成研修を実施している。また、厚生労働省
は、都道府県及び指定都市において、薬物依存症者への相談・治療等の支援に関わる者（障害福祉
サービス事業所や福祉事務所の職員など）を対象とした研修を実施するに当たり、財政的、技術的支
援を行っている。これらの取組については【施策番号48】（P57）を参照。
法務省における取組は、【施策番号45】（P55）を参照。
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